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Ⅰ  教育訓練計画 

 １ 教育の基本方針 
消防職員及び消防団員に対して、消防の任務を正しく理解させるとともに、資質

の向上、知識・技能の修得、体力の錬成、規律の保持、協同精神の涵養などを主眼

とした教育訓練を行い、もって人格の高揚に努め、その職務遂行に万全を期すこと

を目的とする。 
 

 － 校訓 － 
 

使命自覚   規律厳守   自己啓発 
 
                    （昭和６３年３月７日制定） 

 

 ２ 令和６年度教育訓練実施計画 
 （１）消防職員に対する教育 
 
   ア 初任教育 

【到達目標】現地に配属後、直ちに警防隊員として活動できる。 
【実施計画】総時間数８２３時間 
 ・第１４９期(R6. 4. 9～R6. 9. 5)  １４０人 

 ・第１５０期(R6.10.15～R7. 3.21   休校日 年末年始  R7.2.10)  １４０人 

【教育対象】初任教育未修了の者 
 

イ 専科教育 
  （ア）警防科 

【到達目標】警防行政の現状と課題を理解するとともに、各種災害事象に対す

る基本的消防戦術を理解し、災害現場においては部隊を適切かつ

効果的に指揮できる。 
【実施計画】総時間数７２時間 

・第２０期(R6.12. 5～R6.12.17)  ５０人 

【教育対象】警防活動に従事する指揮・指導的立場の者で、消防大学校の警防 
      科修了歴がない者 
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   （イ）特殊災害科 
【到達目標】災害現場における各級指揮者として、多数の死傷者を発生させる

恐れが高く、消防活動に困難を伴う災害現場において、特に隊員

の安全管理に配慮しつつ、適切・効果的な消防戦術を指揮できる。 
【実施計画】総時間数５６時間 

・第１２期(Ｒ7. 3.12～Ｒ7. 3.21)  ５０人 
【教育対象】警防、救助又は救急業務の指揮、指導的立場の者 

 
   （ウ）予防査察科 

【到達目標】査察業務に関する専門知識及び技能を修得し、厳正で公正な査察

及び重大な違反対象物に対する是正指導、権限行使が行える。 
【実施計画】総時間数７２時間 

・第１４期(Ｒ6. 8.15～Ｒ6. 8 .27)  ５０人 
【教育対象】予防・査察業務担当として従事している者又は従事する予定の者 

 
   （ウ）救急科 

【到達目標】救急医学に関する基礎知識に基づき、応急処置時における的確な

観察・判断能力、応急処置に必要な専門的技能を修得し、救急隊

員として活動できる。 
【実施計画】総時間数２７２時間 

・第１５３期(R6. 5.27～R6. 7.11)   ９６人 

・第１５４期(R6.10.11～R6.11.29)   ９６人 

・第１５５期(R7. 1.15～R7. 3. 5)   ９６人 

【教育対象】救急業務に従事させようとする者（日赤救急員の有資格者、初任

教育救急講習修了者又はこれらと同等以上の知識技能を有する者） 
 
   （エ）救助科 

【到達目標】救助活動に係る最新の専門的知識及び高度な技能及び技術を備え、

これらを活用した応用力を十分に発揮できる。また、救助活動及び

救助訓練に必要な健康管理ができる。 
【実施計画】総時間数１６８時間 

・第３８期(R6. 9. 5～R6.10. 7)  ６０人 

【教育対象】救助業務に従事させようとする者で、初任教育修了者かつ採用後

３年以上の消防経験を有する３５歳以下の者（入校日現在） 
 
   ウ 幹部教育 
   （ア）初級幹部科 
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【到達目標】初級幹部として、旺盛な職務遂行意欲にあふれ消防行政の現状や

課題を理解し、上司の補佐及び部下の指導を行い業務を遂行でき

る。 
【実施計画】総時間数７２時間 

・第５２期(R6. 7.30～R6. 8. 9)  ５０人 

【教育対象】消防司令補及び部隊又は係の長である消防士長の階級にある者 
 
   エ 救急救命士養成教育 

【到達目標】救急業務に一定期間以上従事している消防職員が、救急救命士法

に基づく救急救命士国家試験受験資格を取得する。 
【実施計画】第２５期(R6. 7 月（予定）～R7. 3 月  ３０人  
【教育対象】①救急救命士法施行規則第１４条で定める講習の課程を修了した

者（救急Ⅱ課程又は救急標準課程修了者） 
②救急救命士法施行規則第１５条で定める期間以上救急業務に従

事した者（５年以上又は２０００時間以上）  
③救急救命士法施行規則第１６条で定める現に救急業務に従事し

ている者 
（事前教育訓練）・第１回(R6. 4 月中の３日間)  ３０人 

         ・第２回(R6. 5 月中の３日間)  ３０人 

                ・第３回(R7. 1 月中の３日間)  ３０人 
第２５期養成教育訓練学生候補者及び救急振興財団東京研修

所研修生（令和６年度後期・令和７年度前期候補者）に対し、入

校までの心構えや留意点などを指導する。 
 
   オ 特別教育 
   （ア）警防活動教育 

【到達目標】厳しい条件下において、警防活動を遂行し得る旺盛な士気の下に

基本的知識と技術の向上が図られ、警防隊員として適切かつ効果

的な消防活動ができる。 
【実施計画】総時間数５６時間 

・第１９回(R6. 7.16～R7. 7.24)  ５０人  

【教育対象】警防活動に従事させようとする者で、初任教育修了者かつ採用後

３年以上の消防経験を有する３５歳以下の者（入校日現在） 
 
     （イ）幹部特別教育 

【到達目標】消防に関する教育指導技法及び安全管理等の高度な知識及び技術

を修得し、職場研修等の推進役となれる。 
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【実施計画】総時間数８０時間 
・第３０３回(R6. 7.10～R6. 7.24)  ２人 

・第３０４回(R6. 9. 9～R6. 9.24)  ２人 

・第３０５回(R6. 9.24～R6.10. 7)  ２人 

・第３０６回(R6.12. 4～R6.12.17)  ２人 

【教育対象】職場教育等の指導に従事させようとする者で、消防司令補又は消

防士長の階級にある原則として４０歳以下の者（入校日現在） 
 
   （ウ）実火災訓練教育 

【到達目標】火災現場における各級指揮者として、消防活動に困難を伴う災害

現場において、安全管理に配慮しつつ、適切・効果的な消防戦術

をできる。 
【実施計画】総時間数８時間 

・第２１回(R6.12.19)  １８人 

・第２２回(R6.12.20)  １８人 

・第２３回(R6.12.24)  １８人 

・第２４回(R6.12.25)  １８人 

【教育対象】警防救助活動に従事する部隊の長又はこれに準ずる、４５歳以下

の健康状態が良好である者 
 
   （エ）救急救命士特別教育（ビデオ喉頭鏡による気管挿管追加講習） 

【到達目標】救急救命士がビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管法を的確

かつ安全に施行する技術を修得する。 
【実施計画】総時間数８時間（R6. 5 月中の１日） ３０人 

【教育対象】気管挿管認定救急救命士の資格を有する者 
           （「気管内チューブ実習」前でも受講可能） 

 
   （オ）指導救命士特別教育（指導救命士養成研修） 

【到達目標】指導救命士に必要とされる知識及び技術を習得させる。 
【実施計画】第７期（R6.6 月～R6.7 月 １６日間） 

【教育対象】所属の消防長が指導救命士として埼玉県メディカルコントロール

協議会に推薦をするために研修を必要とする者。 

（「埼玉県メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領」第

３条（第６号を除く各号）の要件を満たし、指導救命士養成研修修

了後、直ちに同要領第４条に基づく認定の申請ができる者。） 
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（２）消防団員に対する教育 
   ア 基礎教育 

【到達目標】地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消

防対策に必要な地域特性を理解している。災害現場では自らの安

全を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂行できる。 
【実施計画】総時間数２４時間（学校教育７時間・現地教育１７時間） 

          学校教育   年５回  計７００人 
 ・第１回(R6.11.16)  １４０人 

 ・第２回(R6.11.30)  １４０人 

 ・第３回(R6.12.14)  １４０人 

 ・第４回(R7. 2. 1）  １４０人 

 ・第５回(R7. 2.16)  １４０人 

【教育対象】消防団員としての実務経験が概ね３年に満たず、消防学校におけ

る教育訓練を受講したことがない者で、所定の現地教育を修了し

た者 
 

   イ 幹部教育 
   （ア）初級幹部科 

【到達目標】消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規

律、災害活動要領、安全管理の重要性について深く理解している。

地域住民に対して防災指導を行える。 
【実施計画】総時間数７時間 

・第２１期(R7. 1.25)  １４０人 

【教育対象】団長から推薦を受けた初級幹部団員（班長） 
 

（イ） 指揮幹部科 
       a 現場指揮課程  

【到達目標】大規模災害時における現場指揮者として、職責を自覚し、現場の

指揮について実戦的な実技が行える。 
【実施計画】総時間数１４時間 

・第２１期（R7. 1.10～R7. 1.11）  ６４人 

【教育対象】団長から推薦を受けた中級幹部団員（部長又は部長と同等の実務

経験を有する班長）  
 
        b 分団指揮課程  

【到達目標】大規模災害時における現場指揮者として、職責を自覚し、分団本

部等における指揮が行える。 
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【実施計画】総時間数１０時間 
（個別学習５時間、効果測定、学校教育５時間） 
・第２２期（R7. 3. 1）  ９０人 

【教育対象】団長から推薦を受けた中級幹部団員（分団長・副分団長） 
 
（３）民間人に対する教育 

民間消防関係者に対し消防防災意識と地域社会の自衛消防力を高めるため、防

火防災に対する普及啓発を図りながら、災害発生時における自主防災活動の推進

のための活動力の育成を図る。 
  



R6.4.1

　　※

消防学校

分団指揮課程

現場指揮課程

消防団員

実火災訓練
指導者教育

女性消防操法
指導員教育

初級幹部科

中級幹部科幹部教育

特別教育

救急救命士
（ビデオ喉頭鏡）

　令和６年度は、火災調査科・中級幹部科・上級幹部科・実科指導員教育・実火災訓練指導者教育・
水難救助員教育・女性消防操法指導員教育は、実施しません。

救急救命士
養成事前教育

実火災訓練教育

民間人

幹部教育

民間教育

初級幹部科

指導救命士
養成研修

火災調査科

救急救命士
養成教育

救急救命士
養成教育

基礎教育

警防活動教育

実科指導員教育

幹部特別教育

指揮幹部科

水難救助員教育

上級幹部科

消 防 学 校 教 育 訓 練 体 系

消防職員
特殊災害科

初任教育

救助科

予防査察科

救急科

警防科

専科教育
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Ⅱ  入校案内 

１ 入校の手続き 
  （１）入校者の推薦（埼玉県消防学校校則第４条） 

ア 消防職員は、消防長が推薦します。 
イ 消防団員は、消防団長が推薦します。 
ウ その他の者は、市町村長が推薦します。 

  （２）入校推薦の時期及び提出書類 
入校推薦書提出期限までに、必要書類を添えて消防学校へ提出するようにし

てください。（P.10 入校推薦事務予定表を参照。） 
なお、消防団員教育については、(財)埼玉県消防協会を通じ、別途通知します。 

  （３）入校人員 
別途通知しておりますが、増減員を希望する場合は、事前に文書で申し出て

ください。 
なお、増員希望については、欠員がある場合以外は認められません。 

  （４）入校決定 
入校決定の通知は、入校予定日の概ね３週間前までに送付する予定です。 

  （５）その他 
    ア 入校経費 

 入校中の経費として教材費、食費等が必要となり、この経理は「埼玉県消 
防学校教育振興会」が行います。 
 入校経費の納入については、教育課程ごとに振込口座が異なりますので、 
別途通知により納入期限までにお支払いください。 
 また、救急救命士養成教育等に係る経費負担金については、県が発行する 
納入通知書により納入期限までにお支払いください。 

    イ 留意事項 
（ア）やむを得ない事情で休暇を取る必要が生じた場合は、事前に消防本部の 
  休暇承認書を提出してください。 
（イ）通学は、所属する消防本部の定められた交通手段を使用してください。 
（ウ）入校生には、次の事項についての入校中の心構えを、事前に指導してく 
  ださい。 

      ① 教育目的の理解 
② 消防学校校則及びその他の諸規程の遵守 
③ 入校中の事故防止 

 
 



入校推薦事務予定表

推薦書 健康診断書様式３

Excel様式 健康診断証明書様式3の2

第１４９期 令和６年　２月１９日（月） ○ ○

第１５０期 令和６年　８月１９日（月） ○ ○

警 防 科 第 ２０ 期 令和６年１０月　１日（火） ○ －

特 殊 災 害 科 第 １２ 期 令和７年　１月１０日（金） ○ －

予 防 査 察 科 第 １４ 期 令和６年　５月１５日（水） ○ －

第１５３期 令和６年　４月　１日（月） 〇 －

第１５４期 令和６年　８月　２日（金） ○ －

第１５５期 令和６年１０月　１日（火） ○ －

救 助 科 第 ３８ 期 令和６年　７月　５日（金） ○ ○

幹
部

教
育

初 級 幹 部 科 第 ５２ 期 令和６年　５月１５日（水） ○ －

警 防 活 動 教 育 第 １９ 回 令和６年　５月１５日（水） 〇 〇

第３０３回 令和６年　５月１５日（水） ○ －

第３０４回 令和６年　７月　５日（金） ○ －

第３０５回 令和６年　７月　５日（金） ○ －

第３０６回 令和６年１０月　１日（火） ○ －

第 ２１ 回 ○ ○

第 ２２ 回 ○ ○

第 ２３ 回 ○ ○

第 ２４ 回 ○ ○

※ 詳細については別途お知らせします。
※

入校推薦書類の
提出出期限（厳守）

学  科 及 び 課  程

専
　
科
　
教
　
育

提　　出　　書　　類

従来の様式２（消防履歴書）、様式４（身上調書）、様式５（体力測定結果表）については、

初 任 教 育

救 急 科

令和４年度より提出不要です。
（様式２，４，５の一部項目については、Excelファイル様式に取り込まれています。）

幹 部 特 別 教 育

令和６年１０月１８日（金）実 火 災 訓 練 教 育

特
別
教
育

救急救命士養成教育（特別教育を含む）については、別途お知らせします。

-10-
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 ２ 入校推薦書類の作成要領 
 （１）推薦書（救急救命士養成教育を除く） 
   ア 別途送付する電子ファイル（様式及び記入例）により提出してください。 
   イ 氏名は、本人に確認のうえ、住民票どおり記載してください。なお、入校 
     中旧姓を使用する場合は、旧姓（ふりがな）を併記してください。 
   ウ 年齢は、入校日現在で記載してください。 
   エ 最終学歴は、学校教育法による大学、短期大学、高等学校もしくは高等専 
    修学校のうち最終のものを記載してください。 
   オ 最終職歴は、初任教育のみ消防本部に採用直前のものを記載してください。 
   カ 資格免許等は、次の中から該当するもののみ記載してください。 
    （無線講習、隊及び係の編成に使用します。） 
     【免許】  救急救命士免許 
           自動車運転免許 
     【資格等】 無線従事者資格（○○無線技士、○○通信士等） 
           JPTEC プロバイター・インストラクター 
   キ 身体状況及び既往症について 
   （ア）必ず本人に確認のうえ、記載してください。 
   （イ）給食の安全提供のため、食物アレルギーがある場合は症状の強弱に関わ 
     らず、原因となる食品名を記載してください。 
   （ウ）熱中症の既往歴があれば、その旨を記載してください。 
   （エ）入校中に配慮が必要な持病及び既往症のほか、入校中に通院等が必要な   
     身体症状について記載してください。 
   （オ）救助科、警防活動教育、実火災訓練教育及び水難救助員教育では、メタ 
     ボリックシンドローム診断基準該当者の入校は認めません。健康診断書を 
     確認し、「メタボリックシンドローム非該当」と記載してください。 

  

～ メタボリックシンドロームの診断基準 ～ 
   【必須項目】+【選択項目①、②、③】のうち、 
            ２つ以上あてはまれば、診断基準該当者です。 
  【必須項目】 ウエスト周囲径 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 
  【選択項目】 ①脂質 中性脂肪              150mg/dL 以上 
            ＨＤＬコレステロール   40mg/dL 未満 
             ②血圧 収縮期血圧（最大血圧）130mmHg 以上 
            拡張期血圧（最小血圧） 85mmHg 以上 

              ③血糖  空腹時高血糖          110mg/dL 以上 

いずれか、 

又は両方 

いずれか、 

又は両方 
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   （カ）実火災訓練教育では、心疾患、呼吸器疾患及び糖尿病のいずれかに該当 
     する者の入校は認めません。 
      健康診断書と本人に確認のうえで、「心疾患、呼吸器疾患及び糖尿病非 
     該当」と記載してください。なお、訓練当日に心疾患、呼吸器疾患及び糖 
     尿病のいずれかを発症している場合、収縮期血圧（最大血圧）140mmHg 以 
     上又は拡張期血圧（最小血圧）90mmHg 以上の場合は、訓練に参加するこ 
     とはできません。 
   ケ 備考欄の記載 
   （ア）自動車で通学する場合は、車両ナンバーを記載してください。その情報 
     に基づき、校内の駐車許可証を発行します。なお、初任教育では自動車で 
     の通学を認めていません。 
   （イ）消防団員教育の指揮幹部科「分団指揮課程」で、「現場指揮課程」の 
      修了歴がある場合は、期数と修了証番号を記載してください。 
      （例） 第××期指揮幹部科現場指揮課程 第××号 
 
 （２）推薦書（救急救命士養成教育） 
   ア 別途送付する電子ファイル（様式及び記入例）により提出してください。 
   イ 救急救命士養成教育訓練において実施する病院内実習等の実施に当たっ 
    ては、「埼玉県救急救命士養成教育訓練入校予定者に係るウイルス抗体検査 
    とワクチン接種について」平成 29 年 5月 26 日付け消校第 112 号で各消防本 
    部（局）消防（局）長に通知したとおり、入学するすべての学生に、入学ま 
    でに必要なウイルス抗体検査とワクチン接種をお願いします。 
 
 （３）健康診断書（様式３） 
     入校推薦事務予定表（P.10）の提出書類欄を確認し、入校推薦書と併せて電 
   子データにより提出してください。 
   ア 診断証明年月日は入校推薦書提出期限前 3 か月以内とし、すべての項目に 
    ついて記載されたものを提出してください。 
     なお、検査項目を満たしていれば同一期限内の定期健康診断結果でも可と 
    します。 
   イ 血糖（HbA1c）については、空腹時血糖又は HbA1c(グリコヘモグロビン)値を

記載してください。 
   ウ 既往症・自覚症状欄に記載がある場合、入校中の通院要否を確認のうえ、 
    通院を要する場合は、推薦書の備考欄に記載してください。 
   エ 押印は不要です。 
 
 （４）健康診断証明書(様式３の２） 
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    入校推薦事務予定表（P.10）の提出書類欄を確認し、入校推薦書と併せて電     
   子データにより提出してください。原本は消防本部にて保管してください。 
    健康診断書（様式 3）の判定が、次に該当する場合に提出してください。 
   ア 「血圧」及び「心電図」の判定がＣ（経過観察を要する）以上の場合。 
   イ ア以外の項目の判定がＤ（再検査を要する）以上の場合。 
   ウ 押印は不要です。 
  
従来の様式２（消防履歴書）、様式４（身上調書）、様式５（体力測定結果表）については、 

令和４年度より提出不要です。 

（様式２，４，５の一部項目については、Excel ファイル様式に取り込まれています。） 

 
 

 ３ 服制等 
  （１）授業区分と基本の服装 

授 業 区 分 服   装 

 訓練礼式、行事  制服、制帽、短靴、白手袋 

 講     義  制服、短靴 

 実     技  活動服、アポロキャップ、保安帽、編上靴又は運 

動靴 

    ※救急救命士養成教育、救急科等で特別な指定がある場合は、別途指示します。 
   
  （２）夏服（盛夏服）の着用期間 
     ５月１日から１０月３１日まで 
     なお、変更する場合は、各学科・課程毎に別途通知します。 
 
  （３）その他 
    ア Ｔシャツの色は紺色とし、救助科のみ白色とします。 
    イ 靴下は、黒色又は紺色の単色、椅子に座った状態で素肌が見えない長さと 
     します。（ワンポイント刺繍は可、アンクル・ショートソックスは不可とな 
     ります。） 
    ウ 救助科（救助服）及び警防活動教育（活動服）には、次の要領で名札を作 
     成のうえ消防本部名及び姓を表示してください。 
      なお、他の教育課程については、入校後に名札を配布します。 
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４ 入校に伴う荷物の搬入について 

 （１）持ち込みによる 事前搬入は、各教育課程の入校通知に従ってください。 
 （２）宅配便を利用した事前搬入は、次の事項を厳守してください。 
   ア 配達日は、入校日の前日（土、日、祝日を除く。）とすること。 
   イ 配達時間帯は、特に指示がない場合は「午前」とすること。 
   ウ 荷物には、「教育課程名」、「消防（局）本部名」、「氏名」を明記すること。 



５　入校中の携行品等

制
服
・
制
帽

短
靴

白
手
袋

消
防
手
帳

活
動
服

救
助
服

保
安
帽

（
白

）

革
手
袋

防
火
手
袋

防
火
服
一
式

編
上
靴

雨
具

空
気
呼
吸
器
※
１

防
塵
め
が
ね
※
２

安
全
帯
※
３

運
動
着
等

運
動
靴

指
定
教
材
そ
の
他

関
係
法
令
集

共
済
組
合
員
証

室
内
履

洗
面
用
具
等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

幹
部

教
育

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

分 団 指 揮
課 程

○ ○

現 場 指 揮
課 程

○ ○ ○ ○ ○

※ 1　空気呼吸器は、ボンベ無しとします。

※ 2　防塵めがねは、別途指示がある場合を除き、ゴーグルタイプとします。

※ 3　安全帯とは、防災服用の胴ベルト型墜落制止用器具とします。

 

幹部特別教育

警　防　科

救　急　科

基　礎　教　育

幹
部
教
育

初級幹部科

予防査察科

 次の表によるほか、入校決定通知に添付する各教育課程の入校案内を必ず確認してください。
 なお、教育訓練・寮生活の妨げとなる電気製品、その他物品の持込みは認めません。
 救急救命士養成教育訓練等については、別途通知します。

特
別
教
育

実火災訓練教育

指 　揮
幹部科

警防活動教育

消
防
団
員
教
育

服 装 及 び 装 備 品

　
入
　
校
　
決
　
定
　
時
　
に
　
別
　
途
　
通
　
知

初級幹部科

その他　

学科及び課程

特殊災害科

初任教育

専
科
教
育

救　助　科
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６　入校中の経費（概算見込）

うち昼食代

第１４９期 １０３日 １４０人 260,700 57,000 宿　　泊

第１５０期 １０３日 １４０人 260,700 57,000 宿　　泊

第 ２０ 期 ９日 ５０人 20,450 5,130 通　　学

第 １２ 期 ７日 ５０人 19,250 3,990 通　　学

第 １４ 期 ９日 ５０人 20,950 5,130 通　　学

第 １５３ 期
第 １５４ 期
第 １５５ 期

各３４日 各９６人 74,820 18,240 通　　学

第 ３８ 期 ２１日 ６０人 84,840 11,970 宿　　泊

幹
部

教
育

第 ５２ 期 ９日 ５０人 19,850 5,130 通　　学

第 ２５ 期 約１５０日 ３０人 1,750,000 - 通学、協定書締結

年 ３ 回 各３日 各３０人 10,000 - 通学、協定書締結

第 １９ 回 ７日 ５０人 21,140 3,990 通　　学

第 ３０３ 回
第 ３０４ 回
第 ３０５ 回
第 ３０６ 回

各１０日 各２人 11,480 5,700 通　　学

第 ２１ 回
第 ２２ 回
第 ２３ 回
第 ２４ 回

各１日 各１８人 17,250 570 通　　学

年 1 回 １日 ３０人 21,000 - 通学、協定書締結

第 ７ 期 １６日 ３０人 227,000 - 通学、協定書締結

年 ５ 回 各１日 各１４０人 通　　学

第 ２１ 期 １日 １４０人 通　　学

現場指揮
課程

第 ２１ 期 ２日 ６４人 通　　学

分団指揮
課程

第 ２２ 期 １日 ９０人 通　　学

随時 通　　学

※　入校経費は概算ですので、カリキュラム作成時に変更となる場合は、別途通知します。

日　数 入校費用
（単位：円）

消
　
　
　
防
　
　
　
職
　
　
　
員
　
　
　
教
　
　
　
育

特
別
教
育

救
急
救
命
士

養
成
教
育

養 成 教 育

事 前 教 育

特 殊 災 害 科

警 防 科

備　　考

初　任　教　育

定　員

専
　
科
　
教
　
育

救 急 科

予 防 査 察 科

R6.1.1

学　科　及　び　課　程

資料代等実費

指 揮
幹 部 科

警 防 活 動 教 育

救 助 科

実 火 災 訓 練 教 育

初 級 幹 部 科

救 急 救 命 士
（ ビ デ オ 喉 頭 鏡 ）

指導救命士養成研修

民　　間　　教　　育

幹 部 特 別 教 育

消
防
団
員
教
育

基　礎　教　育

（財）埼玉県消防協会と
別途調整

初級幹部科
幹
部
教
育

─１６─



様
式

３ 住
所

氏
名

（
男

・
女

）
生

年
月

日
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

　
（

　
　

　
歳

）

判
定

判
定

c
m

1
0
0
0
0
/
μ

l

k
g

g
/
d
l

I
U
/
1

c
m

I
U
/
1

右
I
U
/
1

左
m
g
/
d
l

右
　

1
0
0
0
H
z

m
g
/
d
l

右
　

4
0
0
0
H
z

m
g
/
d
l

左
　

1
0
0
0
H
z

m
g
/
d
l
(
%
)

左
　

4
0
0
0
H
z

m
m
H
g

上
記

の
と

お
り

診
断

証
明

し
ま

す
。

 
 
 
 
　

　
年

　
　

月
　

　
日

医
療

機
関

名
医

師

判
定

：
Ａ

…
異

常
な

し
。

Ｂ
…

軽
度

の
異

常
を

認
め

る
が

日
常

生
活

に
差

し
支

え
な

し
。

Ｃ
…

経
過

観
察

を
要

す
る

。
Ｄ

…
再

検
査

を
要

す
る

。
Ｅ

…
精

密
検

査
を

要
す

る
。

-17-

所
見

な
し

　
・

　
所

見
あ

り

２

胸 部 に 関 す る 事 項

検 査 に 関 す る 事 項

３

血 液 一 般

L
D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

所
見

な
し

　
・

　
所

見
あ

り

所
見

な
し

　
・

　
所

見
あ

り

脂 質 血
　

　
糖

(
Ｈ

ｂ
Ａ

１
ｃ

)

肝 機 能

赤
血

球
数

（
　

　
　

）

（
　

　
　

）

健
　

康
　

診
　

断
　
書

体
　

　
重

Ｂ
 
Ｍ

 
Ｉ

項
　

　
目

結
　

　
果

計 測 に 関 す る 事 項

１

Ｇ
 
Ｏ

 
Ｔ

視
 
力

総
合

所
見

身
　

　
長

（
　

　
　

　
　

）

γ
－

Ｇ
Ｔ

Ｐ

Ｇ
 
Ｐ

 
Ｔ

項
　

　
目

結
　

　
果

血
色

素
量

中
性

脂
肪

心
 
電

 
図

胸
部

Ｘ
線

撮
影

所
見

腹
　

　
囲

（
　

　
　

　
　

）

血
　

　
圧

聴
 
力

蛋
　

　
白

糖

尿 検 査

H
D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

４

　
／

　

所
見

な
し

　
・

　
所

見
あ

り

既
往

症
・

自
覚

症
状

診
察

所
見

（
他

覚
症

状
）



様式３の２

所　属

氏　名 男・女

住　所

　　　　年　　月　　日

医療機関名

医師の氏名

　　上記の者は、入校希望学科の履修に支障がないことを

　証明する。

　　　　年　　月　　日

任命権者氏名

　　-18-

任命権者証明

健　康　診　断　証　明　書

生年月日

今回の判定及び指示事項（医師の判断）



 

〇 令和６年度教育訓練実施計画－「入校案内」－の主な変更点 

 １ 副題を「入校のしおり」から「入校案内」に変更 

 ２ 推薦書の提出を電子データーに変更（P10 参照） 

 ３ クールビスを前提に夏服（盛夏服）の着用期間を設定（P13 参照） 

 ４ 入校荷物の搬入について、特に指示がない場合は「午前中」に設定（P14 参照） 
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